
14

市

政

情

報

掲

示

板

市 政 情 報
掲 示 板

市
民
の
皆
さ
ま
へ
、
大
事
な
お
知
ら
せ
や
制

度
な
ど
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
お
問

い
合
わ
せ
は
各
担
当
課
ま
で
お
気
軽
に
ど
う

ぞ
。
（
お
は
お
知
ら
せ
端
末
の
番
号
）

information ●市民環境課 生活環境係 　☎２２‐３１３５　 お５５‐３１３５

6 月 23 日土は、ASO クリーン作戦の日です！

環
境
月
間
に
合
わ
せ
６
月
23
日
土

に
、『
Ａ
Ｓ
Ｏ
ク
リ
ー
ン
作
戦
』

と
称
し
ミ
ル
ク
ロ
ー
ド
沿
線
等
で
美
化
活

動
を
展
開
し
ま
す
。

　
「
ま
ち
づ
く
り
政
策
ア
イ
デ
ア
提
案
事

業
」
と
し
て
、
市
民
全
体
に
よ
る
環
境
美

化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
取
り
組
み

ま
す
。皆
様
の
参
加
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
各
地
域
に
お
き
ま
し
て
も
美
化

作
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。（
ゴ
ミ
袋
は
市
民
環
境

課
で
準
備
い
た
し
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。）

●
と
き　
６
月
23
日
土

　
午
前
９
時
受
付�

　
午
前
９
時
30
分
開
始

※�

少
雨
決
行
・
・
・
中
止
の
場
合
は
当
日

午
前
７
時
頃
、
お
知
ら
せ
端
末
で
放
送

し
ま
す
。

●
集
合
場
所　

　
阿
蘇
観
光
牧
場
駐
車
場

　
（
ゴ
ミ
袋
、
軍
手
は
準
備
し
ま
す
。）

まちづくり政策アイデア提案事業
「美しい農村景観の維持」

～市民みんなで環境美化ボランティア大作戦～

ＡＳＯクリーン作戦実施区間
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information

届
出
が
必
要
な
要
件
は
、

▼
賃
借
権
等
の
解
除
の
届
出

　
（
農
地
法
第
18
条
６
項
）

▼
農
地
と
し
て
の
賃
貸
借
や
売
買

　
（
農
地
法
第
３
条
）

▼
自
己
所
有
農
地
を
転
用
す
る
場
合　

　
（
農
地
法
第
４
条
）

▼
売
買
や
賃
借
で
転
用
を
行
う
場
合　

　
（
農
地
法
第
５
条
）

▼
農
地
の
賃
貸
借
、
売
買

　
（
利
用
権
設
定
）

な
ど
で
す
。

㊟�

農
業
委
員
会
は
、
毎
月
25
日
（
土
日

祝
日
に
か
か
る
場
合
は
前
後
し
ま

す
。）
に
開
催
さ
れ
、
申
請
の
締
め

切
り
は
、
毎
月
18
日
（
土
日
祝
日
に

か
か
る
場
合
は
前
後
し
ま
す
。）
と

な
っ
て
い
ま
す
。
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農
地
賃
借
や
売
買
の

権
利
移
動
は
、
許
可

が
必
要
で
す
！

農
地
の
贈
与
と
相
続

農
業
者
年
金

‐
農
業
者
の
た
め
の
公
的
な
積
立
年
金
‐

●農業委員会事務局 　☎２２‐３２５４　 お２２‐３２５４

農 業 委 員 会 か ら 各 種 お 知 ら せ

農
地
を
家
族
に
贈
与
す
る
場
合
、
２
つ

の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

▼�

一
括
贈
与　

　
農
地
の
み
を
耕
作
目
的
で
一
括
に
贈

与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
贈
与
税
の
猶
予

を
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。
た
だ
し
、

３
年
毎
に
贈
与
税
・
不
動
産
取
得
税
の

猶
予
の
届
出
を
税
務
署
及
び
県
振
興
局

に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

贈
与
し
た
農
地
を
売
買
や
賃
貸
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。（
部
分
・
全
部
の

贈
与
税
が
確
定
し
ま
す
。）

▼
相
続
時
精
算
方
式

　

農
地
を
含
む
資
産
を
贈
与
す
る

場
合
（
宅
地
・
家
屋
等
を
含
む
）、

２
５
０
０
万
円
内
で
あ
れ
ば
、
相
続
時

に
そ
の
贈
与
税
（
こ
の
場
合
は
相
続
税

と
し
て
）
を
精
算
す
る
制
度
で
す
。
た

だ
し
、
前
年
に
税
務
署
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
の
で
、
資
産
証
明
書
を
取
ら
れ

一
度
税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎�

法
改
正
に
よ
り
相
続
の
場
合
も
農
業

委
員
会
へ
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま

し
た
。
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

農
業
者
の
方
な
ら
広
く
加
入
で
き
ま
す

　

�　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
、

年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
60

歳
未
満
の
方
で
あ
れ
ば
誰
で
も
加
入

で
き
ま
す
。
農
地
を
持
っ
て
い
な
い

農
業
者
の
方
や
、
配
偶
者
や
家
族
従

事
者
も
加
入
で
き
ま
す
。

●�

少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
年
金
で
す

　

�　
自
ら
が
納
め
た
保
険
料
と
そ
の
運

用
収
入
を
将
来
受
給
す
る
年
金
の
原

資
と
し
て
積
み
立
て
る
、
積
み
立
て

方
式
の
年
金
で
す
。

●�

保
険
料
の
額
は
自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す

　

�　
自
分
が
必
要
と
す
る
年
金
額
の
目

標
に
向
け
て
、
自
分
で
保
険
料
を
決

め
ら
れ
ま
す
。

　
（
月
額
２
万
～
６
万
７
千
円
ま
で
。）

●�

終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
障
付
き
で
す

　

�　
年
金
は
生
涯
支
給
さ
れ
ま
す
。
仮

に
加
入
者
・
受
給
者
が
80
歳
前
に
な

く
な
っ
た
場
合
で
も
、
死
亡
し
た
翌

月
か
ら
80
歳
ま
で
に
受
け
取
れ
る
は

ず
で
あ
っ
た
、
農
業
者
老
齢
年
金
が

死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

●�

手
厚
い
政
策
支
援
が
あ
り
ま
す

　

�　
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し
て

い
る
な
ど
、
農
業
の
担
い
手
と
な
る

方
に
は
、
国
か
ら
月
額
最
高
１
万
円

の
保
険
料
補
助
が
あ
り
ま
す
。

　

�　
国
庫
補
助
額
も
自
分
の
年
金
と
し

て
受
給
で
き
ま
す
。

※�

農
業
者
年
金
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
、
農
業
委
員
会
、
Ｊ
Ａ
阿
蘇
各

支
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

現況届は忘れずに提出を！
農業者年金受給者の皆さまへ

「現況届」を６月２９日金までに提出してください。
農業者年金を受給されている方は、毎年６月に現

況届が必要となります。
５月末日頃に、農業年金基金から現況届の通知が

発送されていますので、
署名の上、必ず提出してください。
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2012.06

《�テーマ：最近、一番感動したことは？》�２じゅうとびがれんぞくで３回もとべるようになりました。もっ
と練習をがんばるぞ。（古城小４年・大塚　葵）
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